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看護職の育児と仕事の両立葛藤

Ⅰ．�はじめに
　我が国では少子高齢化が進行しており、労働力人
口や生産年齢人口の減少が今後も続くことが予測さ
れている。その中で女性の労働参加は拡大しており、
女性の年齢階級別労働力率をみると、結婚、出産期
にあたる年代に一旦低下し、育児が落ち着いた時期
に再び上昇する M 字カーブは、近年台形に近づき
つつある（厚生労働省，2023-a）。これらは、生涯
未婚率が男女ともに上昇していることや、結婚後の
世帯についても共働き世帯と男性雇用者と無業の妻
からなる世帯（以下、専業主婦世帯）においても変
化があることが影響している。1997 年には共働き
世帯が専業主婦世帯の数を上回り、2020 年には専
業主婦世帯は共働き世帯の半数以下となっており

（厚生労働省，2021）、結婚や出産における就業中断
は縮小し、出産後も就業を継続する女性は増加して
いる。
　女性の就業の拡大の背景には、「夫は外で働き、
妻は家庭をまもるべきである」という従来からの性
別による役割分業の意識の変化があげられる（福田，

2021；内閣府男女共同参画局，2010）。また、男女
雇用機会均等法や職場におけるセクシュアルハラス
メント及び妊娠・出産・育児休業等に関するハラス
メント防止対策の強化（厚生労働省，2024-a）、さ
らに、育児・介護休業法（厚生労働省，2024-b；厚
生労働省，2025）などの法制度の整備や推進があげ
られる。育児休業制度や短時間勤務制度の整備など、
厚生労働省を中心とする両立支援政策の拡充や保育
サービスの拡大があり、テレワークの導入やフレッ
クスタイム制、産休・育休取得の促進など企業や雇
用主側の意識変化や多様な働き方の実現など働き方
改革の進展も影響している。これらの社会の変化に
伴い、共働き世帯が一般化し、出産したら退職する
という考え方は弱まり、出産後の女性の就労継続を
後押しし、女性の長期的なキャリア形成を重視する
価値観が広がり、女性の高学歴化やキャリア志向も
高まっている。
　このような社会情勢の中で看護職は特にキャリア
形成や子育てをしながらの就労継続の支援を検討す
べき職種である。少子高齢化の進行に伴う医療需要
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の増大の中、看護職員の離職率は正規雇用で約 11%
前後と一定水準にあり、慢性的な人材不足や離職防
止の必要性が報告されている（公益社団法人日本看
護協会，2025）。看護職は、男性就労者が増加傾向
で は あ る が、90% を 女 性 が 占 め（厚 生 労 働 省，
2023-b）、現在も女性が多い職種である。そのため、
女性の就労継続の動向が看護職の人材確保に強く影
響を受けると考えられる。一般の就労女性の先行研
究では、子育てをしながら働くことは、家事、育児、
就労に対する心理的、身体的な負担がかかるため、
仕事と家庭の葛藤が生じやすい（佐々木，2023；石
井ら，2020；星野ら，2013）ことが報告されている。
これらに加え子育て世代にある看護職は、交代勤務
や夜勤を含む 24 時間体制の業務を担っており（厚
生労働省，2011）、勤務時間の不規則性やその時々
の患者や対象者の状況に応じて業務内容が変化する
ことから、突発的な時間外対応が避けられないとい
うことがある。このような看護職の職業による特徴
から、保育所や学童保育等の開所時間や家族の生活
リズムとの調整が困難となり、子育て世代にある看
護職は仕事と育児の両立に葛藤や困難を生じやすい
ことが推測される。加えて、看護職は生命に関わる
責任の重さや高度な専門性が求められるため、就労
に伴う身体的、精神的負担も大きい（厚生労働省，
2011）が、子育て世代にある看護職の育児と仕事の
両立における葛藤の具体的な内容については十分に
整理されていない。

Ⅱ．�研究目的
　本研究の目的は、文献検討により、子育て世代に
ある看護職が育児と仕事の両立において直面する葛
藤の内容を整理し、その特徴を明らかにすることで
ある。

Ⅲ．�研究方法
1．�文献の抽出と選定
　文献検索には、国内の動向を把握するために医学
中央雑誌 Web 版（以下、医中誌）を用いた。また、
国外の知見を踏まえて検討し、国内の状況の特徴を
示すためにも PubMed および CINAHL を用いて、
2025 年 4 月に文献検索を行った。検索キーワードは、
医中誌では「看護職」、「育児」、「葛藤」を設定した。
PubMed、CINAHL で は、「nursing staff」、「child 
rearing」、「conflict」を設定した。なお、子育て世
代にある看護職が育児と仕事の両立において直面す

る葛藤について網羅的に把握するため、文献の種類
は原著論文に限定せず、出版年による制限も設けな
かった。検索の結果、医中誌では 71 編、PubMed
では 4 編、CINAHL では 5 編の、合計 80 編の文献
が抽出された。
　抽出された 80 編の文献は 2 名の研究者によりス
クリーニングを実施した。1 次スクリーニングでは、
タイトルと抄録を精読し、選定基準を満たす論文を
抽出し、重複文献や日本語と英語以外の表記の文献
は除外した。医中誌 22 編、PubMed 3 編、CINAHL 
3 編の 29 編の文献が抽出された。次に、1 次スクリー
ニングで抽出された 29 編の全文を確認する 2 次ス
クリーニングを行った。文献の選定基準は、①子育
て世代にある看護職が仕事や家庭について感じてい
る思い②子育て世代にある看護職が育児と仕事の両
立において直面した葛藤や困難と事柄に関する内容
を含み、本研究の目的に合致するものとした。また
葛藤に関連する内容を網羅的に把握するため③子育
て世代にある看護職が就労を継続するうえで支えと
なっている事柄④子育て世代にある看護職が就労を
続けるうえで妨げとなっている事柄も選定基準とし
た。これら①～④いずれかに関する内容を含み、本
研究の目的に合致するものを分析対象文献とした。
その結果、医中誌 16 編、PubMed 3 編、CINAHL 
3 編の合計 22 編の文献を分析対象とした（図 1）。

2．�分析方法
　分析対象の 22 編の文献を研究者 2 名それぞれで
精読し、子育て世代にある看護職の育児と仕事の両
立に関する思いや葛藤、ならびにそれに関連する事
柄についての記述を抽出した。抽出した記述につい
ては、研究者 2 名がそれぞれ独立して意味内容に基
づく一次分類を行った。その際、「葛藤そのものを
表す記述」と「葛藤を生じさせる背景・状況や両立
に関する認識・経験を示す記述」を区別しつつ、両
者を切り離さずに葛藤との関係に着目して分類した。
その後、内容の共通性および相違点を検討しながら、
統合、再分類を行い、意味内容の抽象度を高めるた
めにカテゴリ化を行った。信頼性および妥当性の確
保のため、分類およびカテゴリ化は研究者 2 名で独
立して実施し、意見の相違が生じた場合は、原デー
タに立ち返りながら繰り返し協議を行い、合意に至
るまで検討を重ねた。また、分析過程において先行
研究との比較検討を行うことで、解釈の妥当性の確
保に努めた。
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3．�倫理的配慮
　本研究は文献検討であり、倫理的配慮を要する対
象は含まれない。公表されている文献のみを使用し、
文献の著作権を遵守し、文献の記述内容の正確性を
損なわないように整理した。

Ⅳ．�結果
1．�文献の概要
　分析対象となった 22 編の文献の概要と抽出した
子育て世代にある看護職の育児と仕事の両立に関す
る思いや葛藤と事柄についての記述を表 1 に示した。
研究対象者の性別はすべて女性であった。また、対
象文献の看護職は、病院勤務の看護師のみならず、
助産師や行政機関に勤務する保健師を対象とした研
究も含まれていた。22 編のうち 1 編に看護師を母
親にもつ子どもが対象となっているものがあった

（No. 20）。研究方法では、ワーク・ファミリー・コ
ンフリクト（以下 WFC）という概念を使用し、
WFCS 日本語版尺度を用いた質問用紙による調査
が 8 編（No. 1, 3, 9, 12, 14, 17, 18, 22）あり、独自の
質問用紙を使用した文献もあった。その他には半構
造的面接によるインタビュー調査もあった。発行年

次については、22 編中 12 編（No. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12）が過去 5 年以内（2020～2025 年）の
文献であり、2010 年代（2013 年～2019 年）が 5 編

（No. 13, 14, 15, 16, 17）、2000 年代（2002 年～2008 年）
が 5 編（No. 18, 19, 20, 21, 22）であった。

2．�子育て世代にある看護職の育児と仕事の両立に
関する葛藤の構造

　子育て世代にある看護職の育児と仕事の両立に関
する思いや葛藤、ならびにそれに関連する事柄につ
いての記述を分類し整理した結果、子育て世代にあ
る看護職の育児と仕事の両立に関する葛藤は、3 つ
の側面に分類された。以下に抽出されたカテゴリを

【　】で示す。
　3 つの側面には、1）相反する役割・価値の板挟
みとしての葛藤、2）葛藤を生じさせる構造的要因、
3）葛藤に伴う心理的影響があり、これらは【仕事・
家事・育児の均衡を保つ難しさ】、【母親役割に伴う
葛藤と子どもへの罪悪感】、【理想自己と現実自己と
の不一致】、【職場・社会的制度における両立支援の
課題】、【両立葛藤の心理的影響】の 5 つのカテゴリ
から生成された（表 2）。また、葛藤を生じさせる

図 1：文献選定のフローチャート
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構造的要因とは、個人の内的要因ではなく、職場、
家庭などの環境や社会制度により、役割遂行の両立
や選択に制約や負荷を生じさせ、葛藤を引き起こす
原因や環境といった背景的要因である。

1）�相反する役割・価値の板挟みとしての葛藤
　子育て世代にある看護職は、相反する役割・価値
の板挟みとしての葛藤を抱えていた。子育て世代に
ある看護職の相反する役割・価値の板挟みとしての
葛藤には、【仕事・家事・育児の均衡を保つ難しさ】、

【母親役割に伴う葛藤と子どもへの罪悪感】、【理想
自己と現実自己との不一致】の 3 つの葛藤があった。
①仕事・家事・育児の均衡を保つ難しさ
　【仕事・家事・育児の均衡を保つ難しさ】につい
て述べている文献は、15 編（No. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 
14, 15, 16, 17, 20, 21, 22）であった。子育て世代に
ある看護職は、仕事・家事・育児の両立の困難を強
く感じ、仕事と家庭生活のバランスの難しさを実感
し、悪戦苦闘していた。長時間勤務やシフト勤務に
よる時間不足、家事・育児負担の集中、家族との時
間の欠如など、複数の役割を同時に担うことによる
調整困難があり、【仕事・家事・育児の均衡を保つ
難しさ】があった。ワーク・ライフ・バランスがと
れないことは、子育て世代にある看護職の育児と仕
事の両立の葛藤となっていた（No. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 

12, 14, 20, 21）。
　Soomi et al.（2017）の調査では、対象となった
看護職の 42% が「仕事思考型」であり、仕事に費
やす時間が相対的に長く、子どもと過ごす時間が短
い特徴があり、仕事および育児の両方において「時
間が不足している」と感じていた。働く母親にとっ
て仕事時間は「義務的で柔軟性が低い」ものである
一方、子どもとの時間は「調整が可能な柔軟なもの」
と考えられているため、仕事の要求が高まると、義
務的で削れない仕事時間を守るため、「子どもと過
ごす時間」を削ることで状況を調整しようとしてい
た。この「仕事の都合で本来大切にしたい育児時間
が浸食される」という構造が、物理的な時間不足だ
けでなく、「育児に十分な時間を割けていない」と
いう心理的な充足感を著しく低下させ、「やりたい
のに、仕事のせいでできない」という状態が、強い
仕事から家庭への葛藤を生み出す要因となっていた

（No. 15）。仕事から家庭への葛藤が高い母親では、
家庭生活に割ける時間が少なくなり、育児時間の不
足感につながることが報告されている。また、仕事
と家庭の両立における葛藤が、育児時間に影響を及
ぼすことが示されていた（No. 7, 15）。
　Ha（2016）は、子育てをどのように捉えている
か主観的価値観を分析し、3 つのタイプが抽出され、
子育ては大変な仕事と捉える、子育てと仕事が対立

表 2：子育て世代にある看護職の育児と仕事の両立に関する葛藤の構造（内容・要因・心理的影響）
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するという捉え方は両立困難や離職リスクに最も関
係していた（No. 16）。古金ら（2013）は、仕事に
よる家庭での時間不足が葛藤を高めると報告し、常
に時間に追われ仕事に費やした疲労が心身共に蓄積
していることを示唆していた（No. 17）。
②母親役割に伴う葛藤と子どもへの罪悪感
　【母親役割に伴う葛藤と子どもへの罪悪感】につ
いて述べている文献は、8 編（No. 5, 7, 9, 11, 12, 17, 
20, 21）であった。子育て世代にある看護職は、子
どもに対して、子どもと十分に関われないことへの
申し訳なさや育児に十分な時間を割けないことによ
る罪悪感を抱えていた（No. 5, 7, 11, 20, 21）。子ど
もと離れ、子どもを保育園に預け働くことが母子共
につらいという気持ちを抱いていた。また、毎日大
きくなる子どもの成長をずっとそばでみることが出
来なくなることや、子どもが起きている時間の大部
分を保育園に預けていることに抵抗やストレスを感
じ、仕事に身をおくことへの葛藤を抱えていた。さ
らに、夜勤により子どもの様子が把握できないこと
やさみしい思いをさせてしまっているという子ども
への罪悪感や、自分が働くことで、愛情不足になる
のではないかと悩み、親としての不安を感じ、自分
の仕事のために子どもが犠牲になっていないか、自
分が仕事をすることで家族に迷惑をかけているので
はないかという思いを持っていた（No. 5, 11, 12）。
　下岡ら（2006）は、調査対象のほとんどの母親は
自分の仕事に誇りを持っていると同時にほとんどの
母親が離職を考えたことがあると報告していた。母
親が子どものことを考え離職を思う反面、子どもは
母親に対して看護師を続けていてほしいと思ってい
ることを報告していた（No. 20）。
③理想自己と現実自己との不一致
　【理想自己と現実自己との不一致】について述べ
ている文献は、3 編（No. 4, 7, 17）であった。子育
て世代にある看護職は、任せられた仕事に十分に対
応しきれないことへのジレンマがあり、看護職とし
て求められる専門性や責任に対して、自己が思い描
く看護職としての役割を十分に対応できていないと
感じていた（No. 4, 17）。また、子育てを優先する
必要性や母親としての役割を果たしたいという思い
と、看護職としての責務の間で板挟みとなり、家庭
と仕事を両立したいが現実には十分に両立できてい
ないという思いがあった（No. 7, 17）。自分が思い
描く理想の看護職と現実の自分や、自分が思い描く
理想の母親と現実の自分との間に矛盾を感じ、葛藤

があった。

2）�葛藤を生じさせる構造的要因
　葛藤を生じさせる構造的要因には、【職場・社会
的制度における両立支援の課題】があった。【職場・
社会的制度における両立支援の課題】について述べ
ている文献は、11 編（No. 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 
18, 19）であった。子育て世代にある看護職は、委
員会や研修などの業務量の多さと求められる役割に
対して見合わない給料の低さを感じ、求められる役
割を遂行することへの困難や葛藤を抱えていた。ま
た、柔軟な勤務体制への制度的支援の欠如を報告し
ているもの（No. 2, 3, 7, 8, 9, 11, 13, 18, 19）が多く、
職場の人員不足や時短制度、夜勤免除などの制度が
職場内に存在していても取得することが困難である
と感じ、希望する働き方の調整ができないことは、
子育て世代にある看護職の育児と仕事の両立の葛藤
となっていた。また、保育園に入園できないことや
ファミリーサポート、学童保育などの利用のしにく
さなど地域、社会資源の活用の不十分さも報告され
ていた（No. 1, 10, 11）。
　看護職という職業の特徴から、業務を時間内に終
わらせることは難しく、職場内での労働負荷の軽減
に対する配慮の無さが報告されている（No. 8, 9, 
13）。また、職場の同僚からの理解不足や、残業が
断りにくい職場風土や、自分が時短勤務制度を取得
すること、残業を断ることで同僚にかける負担を考
え、葛藤することも報告されている（No. 11, 13, 18, 
19）。また、仕事と子育てに配慮のない上司の考え
方や対応、ならびにそのような上司の存在は、仕事
と育児の両立を困難にする要因として示され（No. 
10, 19）、子育て世代にある看護職の育児と仕事の両
立の葛藤と関連していた。

3）�葛藤によって生じる心理的影響
　葛藤によって生じる心理的影響には、【両立葛藤
の心理的影響】があった。【両立葛藤の心理的影響】
について述べている文献は、6 編（No. 2, 3, 4, 7, 8, 
15）であった。子育て世代にある看護職は、自身の
休息やケアを後回しにすることが多く（No. 2, 7）、
年齢や体力の低下から疲労を感じることで仕事への
モチベーションの低下につながり、看護師として日
常的な業務である医師とのコミュニケーションや連
携、患者への日々の対応という日常的な業務でさえ
も、職場での看護師が不足する中では心理的負担と
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なっていた（No. 2, 3, 7, 8, 15）。若杉ら（2024）は、
育児休業取得後の中堅前期保健師は、任せられた仕
事一つ一つに向き合い、どの能力が不足しているの
かを自覚し、学びたい気持ちや意欲はあるが、仕事
に費やす時間の制約もあり、任せられた仕事に十分
対応しきれずジレンマを抱えながら仕事に向かって
いる状況を明らかにしていた（No. 4）。

Ⅴ．�考察
1．�子育て世代にある看護職の育児と仕事の両立に
関する研究の動向

　本研究の分析対象とした 22 編の文献では、研究
対象者は全て女性であった。看護職における育児と
仕事の両立に関する研究は、女性看護職を中心にさ
れていることが明らかとなり、男性看護職の育児と
仕事の両立に関する葛藤の実態について十分に検討
されていない可能性がある。また、対象となった看
護職の勤務先は病院に限らず、助産師や行政機関に
勤務する保健師を対象とした研究も含まれていた。
さらに、看護師を母親にもつ子供を対象とした文献
もみられ、育児と仕事の両立に関する課題が、病院
勤務の看護師のみならず、看護職全体に共通する課
題であることが示唆された。
　さらに、発行年次は過去 5 年以内の文献が半数以
上を占めている一方、2000 年代からの文献もあり、
継続的に研究が行われていたことが明らかとなった。
近年の文献が多い背景として、働き方改革（厚生労
働省，2019）や女性活躍推進など（厚生労働省，
2015）の社会的動向により、子育て世代にある女性
のワーク・ライフ・バランスが重要な政策課題とし
て着目されてきたことが影響していると考えられる。
また、看護師の人員不足や離職率の高さ（公益社団
法人日本看護協会，2025）が問題視される中で、子
育て世代の看護職のキャリア継続支援が課題となり、
両立に関する研究の重要性が高まった可能性も示唆
された。

2．�子育て世代にある看護職の育児と仕事の両立に
関する葛藤の構造

　子育て世代にある看護職の育児と仕事の両立に関
する葛藤は、仕事・家事・育児といった役割間の葛
藤を中核としており、その背景には職場環境や社会
制度に起因する構造的要因が存在していた。さらに、
これらの葛藤は心理的負担として表出しており、3
つの側面は相互に関連していることが示唆された。

すなわち、構造的要因が役割間葛藤を生じさせ、そ
の葛藤が心理的影響へとつながるとともに、心理的
負担の増大が役割遂行の困難さを高め、結果として
葛藤を強化するという循環的な関係性が認められた。

1）�相反する役割・価値の板挟みとしての葛藤
　子育て世代にある看護職が抱える葛藤は、仕事・
家事・育児という複数の役割を同時に担うことに
よって生じる相反する役割・価値の板挟みとして特
徴づけられた。抽出された【仕事・家事・育児の均
衡を保つ難しさ】、【母親役割に伴う葛藤と子どもへ
の罪悪感】、【理想自己と現実自己との不一致】の 3
つのカテゴリから子育て世代にある看護職は、複数
の役割を担い、それぞれの役割間での調整を必要と
し、その過程でいくつもの葛藤を抱えていた。
　【仕事・家事・育児の均衡を保つ難しさ】では、
仕事・家事・育児の両立の困難を強く感じ、日常的
に仕事と家庭生活のバランスの難しさを実感し、悪
戦苦闘していた。長時間勤務やシフト勤務による時
間不足、家事・育児の負担の集中、家族との時間の
欠如など、ワーク・ライフ・バランスを十分にとる
ことができていない状況が示された。ワーク・ライ
フ・バランスについては、2007 年に仕事と生活の
調和（ワーク・ライフ・バランス）憲章（厚生労働
省，2007）、及び、仕事と生活の調和推進のための
行動指針が策定されている（内閣府男女共同参画局，
2010）が、依然として、子育て世代にある看護職は、
仕事・家事・育児のバランスを保ちながら就労する
ことに葛藤を抱え、困難な状況に置かれていた。
Soomi et al.（2017）が示すように、仕事に多くの
時間を費やす「仕事思考型」の看護職は、仕事と育
児の双方で時間的余裕のなさを認識し、葛藤に直面
した際には、子どもと過ごす時間を削ることで調整
しようとする傾向がみられた。これは、個人の努力
で調整しようとする結果、子どもと過ごす時間の減
少や、家事・育児に十分に時間を割けなくなること、
母親としての役割を十分に果たせないという罪悪感
の増大など、家庭生活の維持に支障が生じやすい状
況にあると考えられた。しかし、子どもと過ごす時
間を多くは割けない中でも、子どもと向き合い、笑
顔で話をする、子どもの話を聞く、一緒に遊ぶなど、
限られた育児の時間の中で子どもと関わる際の質を
高めることで、母親としての役割を十分に果たせて
いないという葛藤は軽減するのではないかと考えら
れた。
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　【母親役割に伴う葛藤と子どもへの罪悪感】では、
子育て世代にある看護職は、母親としての役割を遂
行できないことへの葛藤を抱え、子どもへの罪悪感
を抱いていることが示された。子どもと十分に関わ
れないことへの申し訳なさや、育児に十分な時間を
割けないことによる罪悪感が多く報告されていた。
これは、「良い母親であるべき」という母性規範を
母親自身が内面化していることが影響していると考
えられる。夜勤や不規則勤務により子どもの日常生
活や体調変化を把握しにくい状況は、母親としての
役割を十分に果たせていないという思いを強め、仕
事を続けることが子どもを犠牲にすることに繋がる
のではないかという不安を生じさせていた。専門職
としての責任を果たし、母親としての役割を遂行し
たいという思いと、十分に母親としての役割を遂行
できていないことへの葛藤と罪悪感を母親が持って
いた。その一方で、子どもは母親に看護師を続けて
ほしいと願っているという報告は、母親自身の母親
役割を遂行できていないことへの葛藤と罪悪感とい
う母親自身の認識と子ども・家族の認識との間には
相違が存在する可能性が示唆された。
　【理想自己と現実自己との不一致】では、看護職
としての理想像と現実の自分、母親としての理想像
と現実の自分の間に生じるギャップが葛藤を生じさ
せていた。看護職は専門職として高い責任感と倫理
観を求められるため、「理想の看護師像」を意識し
やすく、母親としても「子どもに十分関わるべき」
という価値観を抱きやすいと考えられる。両者がと
もに“ケアを提供する役割”であることから、どち
らの役割においても「失敗してはならない」「十分
に果たすべき」という価値観が強く働き、両立が困
難な状況では葛藤が大きくなることが推測された。
また、子育て世代にある看護職は、夜勤制限や時短
勤務などにより仕事に費やせる時間が制限され、研
修参加やスキル向上の機会が減少しやすい。若杉ら

（2024）が示すように、子育て世代にある看護職が、
任せられた仕事一つ一つに向き合い、自身に不足し
ている能力を自覚し、学びたいという意欲を有して
いる一方で、時間的制約から、任された業務に十分
対応できないことによるジレンマを抱えやすい。こ
の状況は、理想自己と現実自己の不一致をさらに強
め、葛藤を増大させる要因となる。
　以上より、子育て世代にある看護職が抱える葛藤
は、複数の役割間における価値の衝突と調整の困難
さに起因し、長時間勤務や不規則な勤務携帯による

時間的制約、母親役割に伴う罪悪感、および理想自
己と現実自己の不一致が相互に関連して生じる複雑
な構造であると考えられた。

2）�葛藤を生じさせる構造的要因
　子育て世代にある看護職が抱える葛藤には、個人
の努力や価値観だけでは解決できない、職場や社会
制度に起因する構造的要因が大きく影響していた。

【職場・社会的制度における両立支援の課題】は、
制度の不十分さだけでなく、制度が存在していても
利用しにくいという制度運用上の問題や職場文化の
問題が複合的に存在していた。看護職は委員会活動
や研修などの業務量の多さに加え、求められる役割
に対して給与が見合わないと感じるなど、業務負荷
と待遇の不均衡を抱えていた。また、短時間勤務制
度や夜勤免除などの制度が整備されていても、人員
不足や職場の多忙さから制度を利用しにくい状況が
多く報告されていた。さらに、西村ら（2014）や梶
ら（2019）は、制度が整備されていても周囲への配
慮から制度を十分に活用できない状況を指摘してお
り、看護職がチームで業務を遂行する特性上、同僚
への負担を懸念して、制度利用に心理的葛藤を抱え
やすいことが示されている。
　さらに、保育園の入園困難やファミリーサポート・
学童保育の利用しにくさなど、地域の社会資源の不
足も両立困難を助長していた。不規則勤務に対応で
きる保育サービスが限られていることは、家庭内の
負担を増大させる要因となっていた。また、職場文
化や、理解のない上司の存在や管理職の理解不足も
両立を困難にする要因として示されており、制度が
形式的に存在するだけでは十分な支援とはならない
ことが明らかとなった。

3）�葛藤によって生じる心理的影響
　子育て世代にある看護職が抱える葛藤は、身体的
負担だけでなく、心理的側面にも深刻な影響を及ぼ
していた。【両立葛藤の心理的影響】では、看護職
が慢性的な心身の疲労、自己効力感の低下、仕事へ
のモチベーションの低下など、多様な心理的負担が
示されていた。子育て世代にある看護職は、子ども
の年齢に関わらず、仕事を行いながら家事や育児の
中心的役割を担い、多重の役割を果たしていること
が明らかとなった。これらの役割に伴う責任は非常
に大きく、自身の休息やセルフケアを後回しにしや
すく、睡眠不足や疲労の蓄積が生じやすい。疲労の
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蓄積は、医師とのコミュニケーションや患者対応と
いった日常的な業務でさえ心理的負担として感じら
れるようになり、仕事への意欲低下につながってい
た。
　また、子育て世代にある看護職は、仕事に費やせ
る時間が制限されることで、専門職としての成長を
実感しにくい状況に置かれていた。若杉ら（2024）
の子育て世代にある看護職が、時間的制約から、任
された業務に十分対応できないことによるジレンマ
を抱えていることを報告している。こうした状況は、
前述した理想の専門職像と現実の自己像の不一致を
拡大させ、自己効力感の低下や無力感を強める要因
となる。さらに、家庭を犠牲にして仕事に取り組む
ことでストレスが増大し、仕事をする意義を見失う
可能性があることを指摘している。
　なお、子育て世代にある看護職が葛藤を抱えやす
い要因として、子どもの年齢や家族内の支援状況、
仕事に対する価値観などが影響すると考えられるも
のの、これらの詳細については十分に明らかにされ
ていなかった。また、母親の罪悪感に対して子ども
自身がどのように感じているのか、看護職が望む具
体的な支援内容についても検討が不十分であった。
これらの点は、文献検討を通して明らかとなった今
後の研究課題であり、子育て世代にある看護職の両
立支援について検討を深めていく必要がある。

Ⅵ．�結語
　子育て世代にある看護職の育児と仕事の両立に関
する葛藤は、【仕事・家事・育児の均衡を保つ難しさ】、

【母親役割に伴う葛藤と子どもへの罪悪感】、【理想
自己と現実自己との不一致】、【職場・社会的制度に
おける両立支援の課題】、【両立葛藤の心理的影響】
の 5 カテゴリから構成された。これらの結果から、
看護職の両立葛藤は、役割間の価値の衝突に加え、
葛藤を生じさせる要因と葛藤によって生じる心理的
影響が相互に関連する構造を有していることが明ら
かとなった。

Ⅵ．�本研究の限界と今後の課題
　本研究は文献検討であり、対象文献数が限られて
いること、また研究対象が女性看護職に偏っている
ことから、結果の一般化には限界がある。さらに、
本研究では既存文献に基づく整理を行ったため、
個々の看護職の経験や文脈に基づく葛藤の具体的プ
ロセスやその個別性については十分に明らかにでき

ていない。
　また、葛藤の形成に関連する要因として、子ども
の年齢や家族からの支援状況、個人の価値観の影響、
さらに母親の罪悪感に対する家族の認識や、看護職
自身が求める支援内容についても十分に検討できて
いない。これらについては今後の課題である。

利益相反：本研究に関連して開示すべき利益相反は
ありません。
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